
実施

耕作放棄地再生利用緊急対策に係る取組主体

国 （農政局等）

都道府県
協議会

地域協議会

１．都道府県協議会
２．都道府県協議会の会員
都道府県、農業会議、農業公社、農業協同組合中央会、

土地改良事業団体連合会 等

農業生産法人、農事組合法人、特定農業法人、農業参入法
人、ＮＰＯ法人、地方公共団体又は農協が主たる構成員又は
出資者となっている法人

都道府県協議会

地域協議会

１．地域協議会
２．地域協議会の会員
市町村、農業委員会、市町村農業公社、農業協同組合、

土地改良区 等

農業を営む個人

法人

取組主体

法人格のない団体

特定農業団体、農用地利用改善団体、集落営農組織、
農地・水・環境保全向上対策の活動組織、
中山間地域等直接支払制度の協定集落 等

支援の流れ

実施 配分

【会員】
都道府県、農業会議、農
業公社、農業協同組合中
央会、土地改良事業団体
連合会 等

交付

交付

農業を営む個人、
法人、法人格のない団体

配分

【会員】
市町村、農業委員会、市
町村農業公社、農業協同
組合、土地改良区 等

交付実施

実施

４

実施

再生利用交付金

資金




